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市
・
県
民
税（
個
人
住
民
税
）の
改
正

財
産
相
続
の
税
制
改
正

市
・
県
民
税

財
産
相
続
の
税
制
改
正

▼ 

平
成
28
年
度
か
ら
適
用
さ
れ
る

　 

主
な
改
正
点

▼ 

平
成
29
年
度
か
ら
適
用
さ
れ
る

　 

主
な
改
正
点

　
都
道
府
県
・
市
区
町
村
に
対
す
る
寄
附
金
（
ふ

る
さ
と
納
税
）に
お
け
る
特
例
控
除
額
の
上
限
が
、

所
得
割
額
の
10
％
か
ら
20
％
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま

し
た
。

　
日
本
国
内
に
住
所
を
有
し
な
い
親
族
に
係
る
扶

養
控
除
な
ど
の
適
用
や
、
非
課
税
限
度
額
の
適
用

を
受
け
る
人
は
、
市
・
県
民
税
の
申
告
時
に
親
族

関
係
書
類
と
送
金
関
係
書
類
を
添
付
ま
た
は
提
示

す
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　
給
与
所
得
者
ま
た
は
公
的
年
金
等
受
給
者
の
扶

養
親
族
申
告
書
を
提
出
す
る
人
で
、
日
本
国
内
に

住
所
を
有
し
な
い
親
族
に
係
る
非
課
税
限
度
額
制

度
の
適
用
を
受
け
る
人
は
、
親
族
関
係
書
類
と
送

金
関
係
書
類
を
添
付
ま
た
は
提
示
が
必
要
と
な
り

ま
す
。

　
確
定
申
告
が
不
要
な
給
与
所
得
者
な
ど
が
ふ
る

さ
と
納
税
を
し
た
場
合
、
所
得
税
の
確
定
申
告
を

行
わ
な
く
て
も
、
所
得
税
・
個
人
住
民
税
（
市
・

県
民
税
）
の
寄
附
金
控
除
が
受
け
ら
れ
る
「
ふ
る

さ
と
納
税
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
特
例
制
度
」
が
創
設
さ

れ
ま
し
た
。

　
こ
の
制
度
は
、
平
成
27
年
４
月
１
日
以
降
に
ふ

る
さ
と
納
税
を
行
っ
た
人
が
対
象
で
、
次
の
要
件

を
す
べ
て
満
た
す
場
合
に
適
用
と
な
り
ま
す
。

　
市
・
県
民
税
に
お
け
る
住

宅
ロ
ー
ン
控
除
の
適
用
期
限

が
左
記
の
と
お
り
延
長
さ
れ

ま
し
た
。

※
確
定
申
告
に
代
わ
る
申
請
書
を
寄
附
先
自
治
体
へ

　
そ
れ
ぞ
れ
郵
送
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く

　
は
、総
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
『
ふ
る
さ
と
納
税
ポ
ー

　
タ
ル
サ
イ
ト
』
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
平
成
28
年
１
月
１
日
以
降
に
支
払
わ
れ
る
給
与

　
や
公
的
年
金
な
ど
に
つ
い
て
適
用
（
平
成
29
年

　
年
度
以
降
の
市
・
県

　
民
税
に
適
用
）。

① 

ふ
る
さ
と
納
税
先
の
自
治
体
数
が
５
自
治
体

　  

以
内
で
あ
る
。

② 

確
定
申
告
や
市
・
県
民
税
の
申
告
を
し
な
い
。

【
要
件
】

改正後 改正前
平
成
28
年
度
以
降

（
平
成
27
年
１
月
１
日

以
降
に
寄
附
し
た
場
合
）

平
成
27
年
度
以
前

（
平
成
26
年
12
月
31
日

以
前
に
寄
附
し
た
場
合
）

適
用
課
税
年
度

 

所
得
割
額
の
20
％

 

所
得
割
額
の
10
％

特
例
控
除
額
の
上
限

改正後 改正前

平
成
26
年
４
月
１
日
か
ら

平
成
31
年
６
月
30
日
ま
で

に
居
住
し
た
も
の

平
成
26
年
４
月
１
日
か
ら

平
成
29
年
12
月
31
日
ま
で

に
居
住
し
た
も
の

ふ
る
さ
と
納
税

特
例
控
除
限
度
額
の
引
上
げ

日
本
国
外
に
居
住
す
る
親
族
の

関
係
書
類
の
添
付
が
義
務
化
さ

れ
ま
す

ふ
る
さ
と
納
税

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
特
例
制
度
の
創
設

住
宅
借
入
金
特
別
税
額
控
除

（
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
）の
延
長

１
　
住
民
税
の
申
告
時

２
　
扶
養
親
族
申
告
書
の
提
出
時

問
合
せ　
　

市
民
税
課  

☎
33
４
１
０
７

問
合
せ　
　

八
代
税
務
署 

☎
32
３
１
４
１
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降
に
亡
く
な
ら
れ
た
人
か
ら
、
基
礎
控
除
額
が
引

き
下
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、
相
続
税
の
申
告
・
納
期
限
は
、
被
相
続

人
の
死
亡
し
た
こ
と
を
知
っ
た
日
（
通
常
は
被
相

続
人
が
死
亡
し
た
日
）
の
翌
日
か
ら
10
カ
月
以
内

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
法
定
相
続
人

の
数
や
個
別
の
財
産
・
債
務
の
金
額
な
ど
を
入
力

す
る
こ
と
で
、
相
続
税
の
申
告
手
続
の
要
否
に
つ

い
て
判
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
「
相
続
税
の
申
告

要
否
判
定
コ
ー
ナ
ー
」
が
開
設
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
他
、
相
続
税
申
告
書
の
記
載
の
仕
方
に
つ
い

て
分
か
り
や
す
く
解
説
し
た
「『
小
規
模
宅
地
等

の
特
例
』
と
『
配
偶
者
の
税
額
軽
減
』
を
適
用
し

た
相
続
税
申
告
書
の
記
載
例
」
が
掲
載
さ
れ
て
い

ま
す
。
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（w

w
w

.
nta.go.jp

ま
た
は  

国
税
庁  
で
検
索 

）
を
ご

覧
い
た
だ
く
か
、
最
寄
り
の
税
務
署
に
お
尋
ね
く

だ
さ
い
。

平
成
27
年
度 「
税
に
つ
い
て
の
作
文
」

熊
本
国
税
局
長
賞
受
賞
作
品

「
恩
恵
、
感
謝
、
そ
し
て
還
元
」

　
私
が
幼
い
頃
か
ら
、
家
の
居
間
に
沢
山
の
紙

芝
居
や
大
型
絵
本
が
毎
月
代
わ
る
代
わ
る
積
ま

れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
母
が
仕
事
の
合
間
に
読

み
聞
か
せ
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
十
数
年
し
て
い

た
か
ら
だ
。
近
く
の
市
立
図
書
館
で
紙
芝
居
や

本
を
選
ん
で
借
り
て
は
、
読
み
聞
か
せ
の
前
日

に
な
る
と
母
は
私
に
読
ん
で
く
れ
た
。
そ
の
お

陰
で
、
市
立
図
書
館
の
ほ
と
ん
ど
の
紙
芝
居
の

内
容
は
知
っ
て
い
る
。
ま
た
、
一
緒
に
本
の
返

却
に
図
書
館
に
行
く
の
も
と
て
も
楽
し
み
だ
っ

た
。
そ
ん
な
こ
と
が
日
常
化
し
て
い
た
中
一

の
時
、
紙
芝
居
の
表
紙
に
印
刷
さ
れ
た
価
格

二
千
八
百
円
が
目
に
留
ま
っ
た
。
正
直
、
驚
い

た
。
こ
れ
ま
で
母
は
何
冊
借
り
て
き
た
の
か
？

も
し
、
書
店
で
買
っ
て
読
ん
で
い
た
ら
、
い
く

ら
か
か
っ
た
の
か
？
勿
論
、
驚
く
ほ
ど
の
数
量

と
か
な
り
高
額
な
金
額
に
な
る
の
は
言
う
ま
で

も
な
い
。
そ
れ
ら
は
国
民
が
働
い
て
納
め
た
税

金
に
よ
っ
て
購
入
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を

そ
の
時
母
か
ら
聞
か
さ
れ
た
。
今
ま
で
使
っ
て

き
た
教
科
書
も
同
様
だ
。
学
校
、
図
書
館
、
体

育
館
、プ
ー
ル
、安
全
に
舗
装
さ
れ
た
道
路
、橋
、

そ
し
て
消
防
、
救
急
、
警
察
な
ど
の
公
共
サ
ー

ビ
ス
も
税
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
も
し

そ
れ
ら
が
無
か
っ
た
ら
？
と
思
う
だ
け
で
も
想

像
を
絶
す
る
。
逆
に
言
え
ば
、
税
が
無
か
っ
た

ら
円
滑
で
安
心
安
全
な
生
活
が
出
来
な
い
。
私

た
ち
の
住
み
よ
い
暮
ら
し
の
基
盤
と
な
っ
て
い

る
も
の
が
国
民
の
税
金
で
作
ら
れ
た
り
買
わ
れ

た
り
し
て
い
る
。
ま
た
税
は
、
学
校
や
本
の
様

に
私
た
ち
に
先
生
方
や
沢
山
の
友
達
と
の
出
会

い
と
幅
広
い
知
識
も
与
え
て
く
れ
る
。
私
が
通

う
通
学
路
も
、
細
く
て
危
険
だ
っ
た
道
が
舗
装

さ
れ
、
植
林
ま
で
さ
れ
た
安
全
で
き
れ
い
な
広

い
遊
歩
道
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
行
き
交
う

人
も
笑
顔
に
な
り
人
通
り
も
多
く
な
っ
た
。
そ

こ
で
交
わ
す
挨
拶
か
ら
他
人
と
の
繋
が
り
や
生

活
に
潤
い
も
生
ま
れ
、
町
も
明
る
く
な
っ
た
。

中
で
も
他
人
と
の
繋
が
り
は
、
災
害
時
や
避
難

の
声
か
け
に
も
役
に
立
つ
に
違
い
な
い
。
こ
の

様
に
税
の
恩
恵
が
も
た
ら
す
役
割
は
計
り
知
れ

な
い
。

　
今
年
の
夏
休
み
に
、
市
の
中
学
生
議
会
に
副

議
長
と
し
て
参
加
し
た
。
そ
の
中
で
体
育
館
な

ど
の
公
共
施
設
の
改
築
や
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化

等
、
よ
り
住
み
易
い
町
作
り
の
為
に
、
多
く
の

意
見
や
要
望
が
議
会
で
話
し
合
わ
れ
、
多
角
的

な
視
点
か
ら
議
論
さ
れ
た
結
果
、
税
が
使
わ
れ

る
事
も
市
長
や
各
委
員
長
の
答
弁
か
ら
理
解
す

る
事
が
出
来
た
。
普
段
当
た
り
前
の
様
に
使
用

し
て
い
る
道
路
や
公
共
施
設
を
作
る
の
に
莫
大

な
費
用
が
か
か
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い

が
、
そ
の
後
の
維
持
管
理
に
も
莫
大
な
費
用
が

か
か
る
事
も
そ
こ
で
改
め
て
学
ん
だ
。
到
底
一

人
の
力
で
は
出
来
な
い
作
れ
な
い
も
の
が
働
い

て
い
る
人
達
が
納
め
る
税
が
集
ま
る
事
に
よ
り

作
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
関
わ
る
全
て
に
感

謝
の
気
持
ち
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

し
て
感
謝
の
気
持
ち
が
少
し
で
も
還
元
で
き
る

様
、
毎
日
通
う
通
学
路
や
、
公
共
施
設
を
大
切

に
使
っ
て
次
世
代
に
繋
げ
る
私
達
の
責
任
を
自

覚
し
、
感
謝
の
気
持
ち
と
共
に
納
税
で
き
る
大

人
に
な
り
た
い
。
税
に
つ
い
て
考
え
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
遊
歩
道
に
生
え
た
雑
草
を
自
ら
刈
る

近
所
の
人
達
や
図
書
館
の
本
で
長
年
読
み
聞
か

せ
を
し
て
い
る
母
の
気
持
ち
が
分
か
っ
た
様
な

気
が
し
た
。

麦
田 

友
佳 

さ
ん

第
一
中
学
校
３
年

財
産
相
続
の
税
制
改
正

　
亡
く
な
ら
れ
た
人
（
被
相
続
人
）
の
財
産
を
相

続
や
遺
贈
（
遺
言
で
財
産
を
譲
る
こ
と
）
に
よ
り

取
得
し
た
場
合
、左
記
の「
正
味
の
遺
産
額
」が「
基

礎
控
除
額
」
を
超
え
る
場
合
は
相
続
税
の
申
告
を

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
平
成
27
年
１
月
１
日
以

※
自
動
音
声
案
内

※
税
務
署
で
の
面
接
に
よ
る
個
別
相
談
を
希
望
す

　
る
人
は
、
税
務
署
に
電
話
で
事
前
予
約
が
必
要

　
で
す
。

 《正味の遺産額》

－

相
続
開
始
前
３
年
以
内
の
暦
年
課
税
に

係
る
贈
与
財
産
の
価
額

債
務
や
葬
式
費
用
の
金
額

＋

過
去
に
被
相
続
人
か
ら
相
続
時
精
算

課
税
の
適
用
を
受
け
て
贈
与
に
よ
り

取
得
し
た
財
産
の
価
額

各
相
続
人
な
ど
が
相
続
や
遺
贈
に

よ
っ
て
取
得
し
た
財
産
の
価
額

《基礎控除額》

３
０
０
０
万
円
＋
（
６
０
０
万
円
×
法
定

相
続
人
の
数
）

※ 

改
正
前
：
５
０
０
０
万
円
＋
　
　

　（
１
０
０
０
万
円
×
法
定
相
続
人
の
数
）

＋

合計額

問
合
せ　
　

八
代
税
務
署 

☎
32
３
１
４
１


